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   Ａ６１Ｍ  29/00    　　　　

【手続補正書】
【提出日】平成25年7月11日(2013.7.11)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも１つの近位の曲げ部分（８６）を有する自己拡張型露出ステント（７６）を
含むステントグラフト（７４）と組合わせるステントグラフト送給システム（５０）であ
って、
前記送給システム（５０）は、
　使用時に患者の外側に留まる遠位端と、
　使用時に患者の体内に導入される近位端と、
　前記自己拡張型露出ステント（７６）を受けいれ、その送給時に、前記露出ステント（
７６）を収縮状態に保持するカプセル（７８）と、
　前記カプセル（７８）からの前記露出ステント（７６）の早期離脱を防止する保持シス
テムと、を有し、
　前記保持システムは、
　　前記カプセル（７８）に設けられた第１開口部（８４、９０、９６）と第２開口部（
８８、９４、９８）を有し、
　　更に、送給システム（５０）の遠位端から、前記カプセル（７８）の前記第１開口部
（８４、９０、９６）へと伸びるトリガワイヤ（８０）と、
　を有し、
　前記トリガワイヤ（８０）は、露出ステント（７６）の前記近位の曲げ部分に係合し、
前記第２開口部（８８、９４、９８）へと伸び、前記露出ステント（７６）は、前記トリ
ガワイヤ（８０）が除去されるまで前記カプセル（７８）から離脱することのできないよ
うにされている、
ステントグラフト送給システム。
【請求項２】
　前記トリガワイヤ（８０）は、ニッケル・チタン合金のワイヤからなる、請求項１に記
載のステントグラフト送給システム。
【請求項３】
　前記トリガワイヤ（８０）は、０．４１ｍｍ（０．０１６インチ）から０．４６ｍｍ（
０．０１８インチ）の直径を有する、請求項１に記載のステントグラフト送給システム。
【請求項４】
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　前記トリガワイヤ（８０）は、前記露出ステント（７６）の近位の曲げ部分（８６）に
直接係合する、請求項１に記載のステントグラフト送給システム。
【請求項５】
　前記トリガワイヤ（８０）は、前記第１開口部（９０、９６）を通じて保持ループ（９
２）に係合し、前記保持ループ（９２）は、前記露出ステント（７６）の近位の曲げ部分
（８６）に係合する、請求項１に記載のステントグラフト送給システム。
【請求項６】
　前記保持ループ（９２）は、生体適合性材料、縫合材料及びニチノールから選択された
材料からなる、請求項５に記載のステントグラフト送給システム。
【請求項７】
　前記露出ステント（７６）の前記近位の曲げ部分（８６）は、前記第１開口部（８４、
９０、９６）に向かって曲げられて前記トリガワイヤ（８０）と係合する、請求項１に記
載のステントグラフト送給システム。
【請求項８】
　前記カプセル（７８）が、円筒形の壁（９５）を有し、少なくともその一部が選択され
た厚さを有し、前記第１開口部（９６）が、前記厚さの前記壁（９５）を貫通して伸びる
開口部（９６）を有し、前記第２開口部（９８）が、前記壁（９５）を長手方向に貫通す
る開口部からなり、前記第１開口部と前記第２開口部が交わる、請求項１に記載のステン
トグラフト送給システム。
【請求項９】
　前記トリガワイヤ（８０）は、前記送給システム（５０）の前記遠位端から前記カプセ
ル（７８）の前記第２開口部（９８）へと伸び、前記第１開口部において前記露出ステン
ト（７６）の前記近位の曲げ部分（８６）と係合する、請求項８に記載のステントグラフ
ト送給システム。
【請求項１０】
　前記トリガワイヤ（８０）は前記第２開口部（９８）内にある間、そして、前記トリガ
ワイヤ（８０）の除去の間、直線的に保持される、請求項９に記載のステントグラフト送
給システム。
【請求項１１】
　前記送給システムは、近位の拡張器（５８）を有し、前記拡張器（５８）の遠位端には
、前記カプセル（７８）が設けられ、前記カプセル（７８）は、遠位方向に向かう開口端
を有し、自己拡張型露出ステント（７６）は、近位方向に伸びる露出ステントを有し、前
記近位方向に伸びる露出ステントは、前記カプセル（７８）の遠位に向かう開口端内に受
け入れられ、第２開口部（８８）は、前記拡張器（５８）内に設けられている、請求項１
に記載のステントグラフト送給システム。
【請求項１２】
　前記第２開口部（８８）が前記第１開口部（８４）の近位側にあり、
　前記トリガワイヤ（８０）が、前記送給システムの遠位端から、前記カプセル（７８）
内の前記第１開口部（８４）内へと伸び、前記露出ステントの近位の曲げ部分に係合し、
前記カプセル（７８）の前記第１開口部（８４）から出て前記第２開口部（８８）へと近
位方向に伸びる、請求項１１に記載のステントグラフト送給システム。
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